
№      

センター通信 
大 タ 乗 第          ３５号 

年  月  日 令和５年９月２９日 

添 付 書 類 有  ・  無 

宛   先 各    位 

差 出 人 公益財団法人 大阪タクシーセンター 

件   名 御堂筋イルミネーションの設置工事に伴う交通規制について 

 

平素は、当センターの業務運営につきまして、格別のご支援とご協力を賜り、厚くお礼申し

上げます。 

さて、この度、御堂筋において「御堂筋イルミネーション２０２３」開催に伴い、沿道のイ

チョウ樹木へのイルミネーションの設置工事が行われています。 

工事期間中は御堂筋本線及び側道にて、車線減少等の交通規制が行われますので、当該区

間のタクシー乗場についても一時利用できなくなる場合があります。 

付近を通行される際は、現場誘導員の指示に従って通行していただきますよう、よろしく

お願いします。 

記 

 

１ 工事範囲  一般国道 国道２５号（御堂筋） 

大阪市北区「阪神前交差点」から大阪市中央区「難波西口交差点」までの間 

                 

２ 工事期間  設置工事：令和５年９月１５日（金）から令和５年１１月２日（木） 

           各日 午後１０時から翌午前７時 

 

   ３ そ の 他  作業の進捗状況によって作業日時が前後します。 

           撤去工事については令和６年１月８日（月）から２月９日（金）を予定 

しています。 

 

以 上  

本通信に関する問い合わせ先 

         〒５３８－００５３ 大阪市鶴見区鶴見４－５－９ 

         公益財団法人 大阪タクシーセンター 乗場管理課 

         TEL ０６－６９３３－５６１３  FAX ０６－６９３３－５６１２ 

公 益 財 団 法 人  大 阪 タ ク シ ー セ ン タ ー 

 

） 




